
日本司法支援センター（法テラス）における法教育事業等の実施状況 

〇令和元年度 

実施件数： 135件 

参加者数： 7,956名 

〇令和２年度 

実施件数： 100件 

参加者数： 5,425名 

〇令和３年度 

実施件数：  114件 

参加者数： 4,654名 

〇令和４年度（※） 

一般市民向け法教育 関係機関向け関連事業 

実施件数：  236件 実施件数：  181件 

参加者数： 8,079名 参加者数： 4,811名 

〇令和５年度 

一般市民向け法教育 関係機関向け関連事業 

実施件数： 274件 実施件数： 174件 

参加者数： 8,849名 参加者数： 4,315名 

〇令和６年度 

一般市民向け法教育 関係機関向け関連事業 

実施件数： 262件 実施件数：  201件 

参加者数： 9,938名  参加者数： 5,026名 

〇令和７年度（令和７年 11月までの速報値） 

一般市民向け法教育 関係機関向け関連事業 

  実施件数：  100件 実施件数：  156回 

  参加者数： 3,392名 参加者数： 2,970名 

（※）日本司法支援センターにおいては、令和４年度から、「一般市民向け法教

育事業」と、「関係機関向け関連事業」（関係機関に対する単なる業務説明は

原則として含まない。）に分けて統計を取ることとした。 

資料３

椋 宮城
長方形



本
部

と
地

方
事

務
所

が
連

携
し

て
開

催
し

た
法

教
育

●
パ

ネ
ル

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

形
式

で
弁

護
士

や
検

察
、

そ
れ

ぞ
れ

の
立

場
で

気
遣

う

こ
と

や
苦

労
へ

の
理

解
が

深
ま

り
改

め
て

感
謝

の
気

持
ち

を
持

っ
た

。

●
被

害
者

支
援

に
関

す
る

イ
ベ

ン
ト

等
で

加
害

者
側

の
立

場
か

ら
の

話
を

聞
く

こ
と

が

な
か

っ
た

の
で

、
新

し
い

視
点

に
な

っ
た

。

●
犯

罪
被

害
者

の
イ

メ
ー

ジ
が

ク
リ

ア
に

な
っ

た
。

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

の
心

理
教

育
、

法

務
省

や
警

察
の

話
も

興
味

深
か

っ
た

。

●
弁

護
士

、
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
、

検
察

、
警

察
、

そ
れ

ぞ
れ

が
、

１
つ

の
事

件
に

ど
の

よ

う
に

関
わ

っ
て

い
る

の
か

が
理

解
で

き
、

貴
重

な
機

会
と

な
っ

た
。

参
加

者
か

ら
の

声

●
犯

罪
被

害
者

支
援

機
関

だ
け

で
は

な
く

福
祉

関
連

の
関

係
機

関
に

も
参

加
を

呼
び

か

け
た

こ
と

で
、

普
段

関
わ

り
の

少
な

い
犯

罪
被

害
者

支
援

へ
の

理
解

を
深

め
る

こ
と

が
で

き
た

。

●
実

際
に

犯
罪

被
害

に
遭

っ
た

場
合

の
対

応
に

視
点

を
置

い
た

企
画

と
し

た
た

め
、

よ

り
具

体
的

か
つ

現
実

的
な

支
援

を
伝

え
る

こ
と

が
で

き
た

。

●
パ

ネ
ル

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

で
は

矯
正

局
も

交
え

、
心

情
伝

達
制

度
が

紹
介

さ
れ

、

学
ぶ

機
会

が
少

な
い

特
別

な
経

験
を

提
供

で
き

た
。

実
施

後
の

効
果

等

会
場

の
様

子
パ

ネ
ル

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

主
催

法
テ

ラ
ス

千
葉

、
法

テ
ラ

ス
本

部
情

報
提

供
課

共
催

千
葉

県
警

察

実
施

日
令

和
７

年
２

月
４

日
（

火
）

会
場

千
葉

商
工

会
議

所

対
象

者
一

般
市

民
・

関
係

機
関

職
員

参
加

人
数

7
5
名

【
参

考
】

劇
団

に
よ

る
演

劇
な

ど

儲
け

話
編

ブ
ラ

ッ
ク

バ
イ

ト
編

消
費

者
ト

ラ
ブ

ル
編

な
ど

犯
罪

被
害

者
支

援
イ

ベ
ン

ト
 i
n

 千
葉

概
要

講
演

と
パ

ネ
ル

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

を
中

心
と

し
た

、
「

犯
罪

被
害

者
支

援
」

を
テ

ー
マ

と
す

る
法

教
育

イ
ベ

ン
ト

。
「

生
命

身
体

犯
」

と
「

高
齢

者
の

財
産

犯
」

の
２

つ
を

主
軸

と
し

て
、

参
加

者
が

そ
れ

ぞ
れ

の
被

害
類

型
に

関
す

る
知

識
を

正
し

く
理

解
で

き
る

よ
う

３
部

制
で

開
催

し
た

。
１

部
：

①
生

命
身

体
犯

に
関

す
る

基
調

講
演

、
②

千
葉

県
警

に
お

け
る

犯
罪

被
害

者
支

援
２

部
：

③
主

と
し

て
高

齢
者

を
狙

っ
た

財
産

犯
に

関
す

る
被

害
傾

向
や

最
新

の
手

口
の

解
説

３
部

：
④

生
命

身
体

犯
に

関
す

る
刑

事
事

件
の

流
れ

を
想

定
し

た
パ

ネ
ル

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

・
法

テ
ラ

ス
（

公
式

）

・
法

テ
ラ

ス
サ

ブ
チ

ャ
ン

ネ
ル

法
テ

ラ
ス

で
は

、
Y

o
u

T
u

b
e
上

で
、

法
律

を
題

材
に

し
た

法
教

育
動

画
を

公
開

し
て

い
る

。

イ
ベ

ン
ト

チ
ラ

シ



テ
ー

マ
に

沿
っ

た
映

画
の

上
映

と
業

務
説

明

●
認

知
症

サ
ポ

ー
タ

ー
の

人
を

増
や

し
て

ほ
し

い
。

研
修

が
あ

れ
ば

参
加

し
た

い
。

●
日

頃
か

ら
自

分
が

認
知

症
に

な
っ

た
ら

家
族

に
迷

惑
を

か
け

る
ん

じ
ゃ

な
い

か
と

不
安

で
し

か
な

か
っ

た
が

、
少

し
救

わ
れ

た
。

●
法

テ
ラ

ス
の

名
前

は
知

っ
て

い
て

も
ど

の
よ

う
な

活
動

を
し

て
い

る
か

知
ら

な
か

っ
た

の
で

、
説

明
し

て
も

ら
い

参
考

に
な

っ
た

。

●
市

で
も

認
知

症
に

つ
い

て
活

動
し

て
い

る
こ

と
を

知
っ

て
安

心
し

た
。

●
と

て
も

良
い

勉
強

に
な

り
、

た
め

に
な

っ
た

。
こ

れ
か

ら
も

こ
の

よ
う

な
上

映
会

が
あ

れ
ば

参
加

し
た

い
。

参
加

者
か

ら
の

声

●
関

係
機

関
と

共
催

す
る

こ
と

で
、

特
に

広
報

に
つ

い
て

、
自

治
体

に

よ
る

広
報

（
市

の
広

報
誌

へ
の

掲
載

、
市

か
ら

関
係

機
関

等
へ

チ
ラ

シ

を
配

布
）

や
大

学
に

よ
る

広
報

（
学

生
へ

の
周

知
）

の
効

果
が

高
か

っ

た
。

●
難

し
い

テ
ー

マ
で

も
、

映
画

と
い

う
媒

体
に

よ
り

、
参

加
者

に
わ

か
り

や
す

く
、

前
向

き
に

伝
え

る
こ

と
が

で
き

た
。

実
施

後
の

効
果

等

会
場

の
様

子

主
催

法
テ

ラ
ス

青
森

共
催

青
森

市
（

高
齢

者
支

援
課

）

実
施

日
令

和
７

年
２

月
1

1
日

（
火

・
祝

）

会
場

青
森

市
男

女
共

同
参

画
プ

ラ
ザ

 Ａ
Ｖ

多
機

能
ホ

ー
ル

対
象

者
一

般
市

民
・

関
係

機
関

職
員

参
加

人
数

2
3

0
名

「
オ

レ
ン

ジ
・

ラ
ン

プ
」

上
映

会

概
要

「
認

知
症

に
な

っ
て

も
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
社

会
づ

く
り

」
を

テ
ー

マ
に

し
た

映
画

の
上

映
と

法
テ

ラ
ス

の
業

務
説

明
等

を
行

い
、

認
知

症
に

つ
い

て
の

理
解

を
深

め
る

と
と

も
に

、
認

知
機

能
の

低
下

に
よ

っ
て

生
じ

る
法

的
課

題
と

適
切

な
相

談
機

関
を

周
知

す
る

こ
と

で
、

一
般

市
民

が
適

切
に

法
的

支
援

を
利

用
し

た
り

、
相

談
機

関
を

利
用

す
る

な
ど

し
て

、
紛

争
に

対
す

る
解

決
力

を
高

め
る

機
会

と
し

た
。

イ
ベ

ン
ト

チ
ラ

シ
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